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(57)【要約】
【課題】体内挿入時には柔軟性を確保することができ、
また、体内留置後はある程度の剛性を確保することがで
き、しかも、使用する樹脂等の充填材料が体内に漏れ出
るおそれがない。
【解決手段】両端が封止された密封空間に、紫外線が照
射されることによって硬化する紫外線硬化樹脂を充填さ
れて線材２が構成される。この線材２が編み込まれるこ
とで、筒状をなす外形のステント１が構成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両端が封止された密封空間に、エネルギーが供されることによって硬度が変化する硬度
可変樹脂を充填されていることを特徴とする医療用チューブ。
【請求項２】
　少なくとも一つのルーメンを有した医療用チューブにおいて、
　前記ルーメン内にはエネルギーが供されることによって硬度が変化する硬度可変樹脂が
充填されており、該充填された硬度可変樹脂は、流出阻止機構によって前記ルーメンから
の流出を阻止されていることを特徴とする医療用チューブ。
【請求項３】
　前記硬度可変樹脂は、エネルギーが供されることによって硬化するエネルギー硬化樹脂
であることを特徴とする請求項１または２に記載の医療用チューブ。
【請求項４】
　請求項３に記載の医療用チューブの中心線に沿って前記エネルギー硬化樹脂が充填され
て線材が構成され、該線材によって、筒状の外形が形成されていることを特徴とする医療
用器具。　
【請求項５】
　前記線材が編み込まれることで、筒状をなす外形が形成されていることを特徴とする請
求項４に記載の医療用器具。
【請求項６】
　前記線材が、可撓性シートの表面に固着されて筒状をなす外形が形成されていることを
特徴とする請求項４に記載の医療用器具。
【請求項７】
　前記線材が、前記可撓性シートの表面にリング状または螺旋状に固着されていることを
特徴とする請求項６に記載の医療用器具。
【請求項８】
　チューブ本体が紫外線透過性材料からなり、前記エネルギー硬化樹脂が紫外線硬化樹脂
からなることを特徴とする請求項４～７のいずれか１項に記載の医療用器具。
【請求項９】
　請求項１記載の医療用チューブを用いた医療用器具であって、カテーテル本体が両端を
開口された筒状に形成され、該カテーテル本体の側壁内部に前記密封空間が形成され、該
密封空間に前記エネルギー硬化樹脂が充填されていることを特徴とする医療用器具。
【請求項１０】
　請求項４～９のいずれか１項に記載の医療用器具がステントであることを特徴とする医
療用器具。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の医療用器具であるステントが紫外線を透過しないパッケージで覆わ
れていることを特徴とするステントセット。
【請求項１２】
　請求項８に記載の医療用器具が組み込まれる挿入部を備える内視鏡と、
　前記挿入部のチャンネルに挿入可能であって紫外線を放射する紫外線プローブとを備え
ることを特徴とする内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば食道に発生した狭窄部を拡径する場合に使用されるステント等の医療
用器具、該医療用器具を構成する医療用チューブ、ステントセット及び医療用器具を体内
にセットする内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、食道用ステントなどでは、体内挿入時には柔軟性が要求される一方、体内留置後
においては、ある程度の剛性（硬さ）が要求される。これらの相反する要求に応えるため
に、特許文献１には、内壁と外壁の二重構造のプラスチックチューブによってグラフトの
主要部を構成し、このグラフトを体内の所定位置にセットした後、内壁と外壁との間に充
填材料を注入することで、グラフトを所定形状に保持するものが提案されている。
【特許文献１】特表２００５―５０７７０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、前記特許文献１に記載された技術にあっては、以下の問題が残されていた。
　すなわち、グラフトを予め体内にセットした後、内壁と外壁との間に充填材料を注入す
ることで、当該グラフトを所定形状に保持するものであるため、内壁と外壁との間に充填
材料を注入するとき、充填材料が体内に溢れ出るおそれがある。したがって、充填材料と
しては、体に悪影響を及ぼす可能性があるものを一切使用することができず、使用する充
填材料に厳しい制限があった。
【０００４】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、体内挿入時には柔軟性を
確保することができ、また、体内留置後はある程度の剛性を確保することができ、しかも
、使用する樹脂等の充填材料が体内に漏れ出るおそれのない、医療用チューブ、医療用器
具、ステントセット及び医療用器具を体内にセットするための内視鏡装置を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上記課題を解決するため、以下の手段を採用する。
　本発明に係る医療用チューブは、両端が封止された密封空間に、エネルギーが供される
ことによって硬度が変化する硬度可変樹脂を充填されていることを特徴とする。
【０００６】
　この医療用チューブによれば、体内にセットされた後、熱や紫外線等のエネルギーを加
えることによって、硬度可変樹脂の硬度を変化させる。したがって、体内挿入時には硬度
可変樹脂が未だ硬化しておらず柔軟性を確保した状態に保持することができ、また、体内
留置後は、硬度可変樹脂をその硬度が高くなるように変化させることで、ある程度の剛性
（硬さ）を確保することができる。また、予め、硬度可変樹脂は密閉空間に充填されてい
るため、体内にセットされた後、硬度可変樹脂をチューブ内に充填するような操作は不要
であり、また、そのような操作の際に不用意に硬度可変樹脂が外部へ漏れ出るといった不
具合が生じない。
【０００７】
　本発明に係る医療用チューブは、少なくとも一つのルーメンを有した医療用チューブに
おいて、前記ルーメン内にはエネルギーが供されることによって硬度が変化する硬度可変
樹脂が充填されており、該充填された硬度可変樹脂は、流出阻止機構によって前記ルーメ
ンからの流出を阻止されていることを特徴とする。
　この医療用チューブによれば、前記と同様、体内挿入時には硬度可変樹脂が未だ硬化し
ておらず柔軟性を確保した状態に保持することができ、また、体内留置後は、硬度可変樹
脂をその硬度が高くなるように変化させることで、ある程度の剛性（硬さ）を確保するこ
とができる。また、予め、硬度可変樹脂は流出阻止機構によってルーメンからの流出を阻
止された状態でルーメン内に充填されているので、体内にセットされた後、硬度可変樹脂
をルーメンに充填するような操作は不要であり、また、そのような操作の際に不用意に硬
度可変樹脂が外部へ漏れ出るといった不具合が生じない。
【０００８】
　　本発明に係る医療用チューブは、前記硬度可変樹脂が、エネルギーが供されることに
よって硬化するエネルギー硬化樹脂であることを特徴とする。
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　この医療用チューブによれば、例えば、体内にセットされた後、エネルギーを供される
ことによって、当該医療用器具を硬化させることができる。
【０００９】
　本発明に係る医療用器具は、請求項３に記載の医療用チューブの中心線に沿って前記エ
ネルギー硬化樹脂が充填されて線材が構成され、該線材によって、筒状をなす外形が形成
されていることを特徴とする。
　この医療用器具によれば、医療用チューブによって線材を構成し、この線材によって筒
状をなす外形を形成するので、外形を任意の形状に形成できる。
【００１０】
　本発明に係る医療用器具は、前記線材が編み込まれることで、筒状をなす外形が形成さ
れていることを特徴とする。
　この医療用器具によれば、医療用チューブからなる線材を編み込むことによって、筒状
をなす外形を形成しており、他にシート部材等の補助材料を用いることなく、医療用器具
を形成できる。
【００１１】
　本発明に係る医療用器具は、前記線材が、可撓性シートの表面に固着されて筒状をなす
外形が形成されていることを特徴とする。
　この医療用器具によれば、可撓性シートを用いることによって、該可撓性シートでは剛
性が足りず必要な箇所にのみ線材を配置して硬化させれば足り、医療用器具の作成が容易
になる。
【００１２】
　本発明に係る医療用器具は、前記線材が、前記可撓性シートの表面にリング状または螺
旋状に固着されていることを特徴とする。
　この医療用器具によれば、比較的高価な線材の使用量を抑えることができ、その分コス
トダウンを図ることができる。
【００１３】
　本発明に係る医療用器具は、チューブ本体が紫外線透過性材料からなり、前記エネルギ
ー硬化樹脂が紫外線硬化樹脂からなることを特徴とする。
　この医療用器具によれば、チューブ本体を介して外部から紫外線を照射することで、内
部の紫外線硬化樹脂を硬化させることができ、体内での樹脂硬化作業が容易に行える。
【００１４】
　本発明に係る医療用器具は、請求項１記載の医療用チューブを用いた医療用器具であっ
て、カテーテル本体が両端を開口された筒状に形成され、該カテーテル本体の側壁内部に
前記密封空間が形成され、該密封空間に前記エネルギー硬化樹脂が充填されたことを特徴
とする。
　この医療用器具によれば、中間部材である線材を構成することなく、直接、当該医療用
器具を形成するので、製作が容易になる。
【００１５】
　本発明に係る医療用器具は、請求項４～９のいずれか１項に記載の医療用器具がステン
トであることを特徴とする。
　この医療用器具によれば、体内挿入時には柔軟性を確保されるので、食道等の体内の所
要箇所にセットすることができ、また、セット後は、樹脂を硬化させることで必要な剛性
（硬さ）を確保することができ、その性質をフルに利用して、使い勝手のよいステントを
得ることができる。
【００１６】
　本発明に係るステントセットは、請求項１０に記載の医療用器具であるステントが紫外
線を透過しないパッケージで覆われていることを特徴とする。
　このステントセットによれば、製造後患者の体内に挿入セットされるまでの間は、ステ
ントがパッケージによって覆われて紫外線が照射されない状態を保持されるので、患者の
体内に挿入される前に、不用意に紫外線が照射されて硬化されてしまうといった不具合の
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発生を回避できる。
【００１７】
　また、本発明の内視鏡装置は、請求項８項に記載の医療用器具が組み込まれる挿入部を
備える内視鏡と、前記挿入部のチャンネルに挿入可能であって紫外線を放射する紫外線プ
ローブとを備えることを特徴とする。
　この内視鏡装置によれば、内視鏡の挿入部を用いて体内の所定箇所に医療用器具をセッ
トし、その後、このセットした医療用器具に紫外線プローブによる紫外線を照射すること
によって医療用器具の内部に充填した紫外線硬化樹脂を硬化することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、体内挿入時には樹脂が未だ硬化しておらず柔軟性を確保することがで
き、また、体内留置後は、樹脂の硬度を変化させることによって、ある程度の剛性（硬さ
）を確保することができる。また、予め、樹脂は充填されているため、体内にセットされ
た後、樹脂をチューブ内に充填するような操作は不要であり、また、そのような操作の際
に不用意に樹脂が外部へ漏れ出るといった不具合も生じない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明に係る各実施形態について図面を参照して説明する。
＜第１の実施形態＞
　図１～図５は本発明の第１の実施形態を示し、図１はステントの斜視図、図２はステン
トを構成する線材の拡大斜視図、図３はステントを内視鏡装置にセットした状態を示す一
部の斜視図、図４は内視鏡装置を用いてステントを体内にセットする状態を示す断面図、
図５はステントに紫外線を照射する状態を示す断面図である。
【００２０】
　この実施形態のステント１は、図１に示すように、線材２が編み込まれて全体として筒
状に形成されている。線材２の編み方としては、例えば丸編み（緯編み）のように、ルー
プ状の編目を形成しながら螺旋状に連続して配され、中心軸線方向に隣接する別の編目と
径方向に交互に絡み合ってループ形状が維持されるように形成されたものであっても、あ
るいは他の編み方であってもよい。また、全体形状の筒状は必ずしも断面真円である必要
はなく、線材２の癖によって断面楕円状であっても、あるいは断面多角形状であってもよ
い。また、ステント１を構成する線材２は、１本であっても、あるいは２以上の複数本で
あってもよい。複数本の線材２でステント１を編み込む場合、線材２としては１種類のも
のを用いても、あるいは２種類以上の線材２を用いてもよい。
【００２１】
　線材２は、図２に示すように、医療用チューブ３の中心線Ｌに沿って密封空間４が形成
され、この密封空間４に紫外線硬化樹脂５が充填されている。密封空間４は、医療用チュ
ーブ３の長さ方向に沿って、所定長さ置きに隔壁で仕切られたものであっても、あるいは
隔壁を有さず全てがチューブの長さ方向に連通されていて、チューブの両端が栓部材６に
よって閉塞された構成のものであってもよい。
　なお、密封空間４は、必ずしも医療用チューブ３の中心線と同軸状に形成される必要は
なく、多少ずれて形成されてもよい。また医療用チューブ３は、内部にめがね状をなすよ
う２つの密封空間を形成されていても、あるいは３以上の複数の密封空間を形成されてい
ても良く、要は、紫外線硬化樹脂５を封入可能な密封空間を有していれば足りる。
【００２２】
　医療用チューブ３は、紫外線を透過可能な材料でかつ人体に害のない材料、例えば、フ
ッ素系の樹脂、ナイロン系の樹脂、あるいはウレタン系の樹脂等が用いられる。また、紫
外線透過可能なものとしては、必ずしも透明である必要はなく、半透明であっても紫外線
を透過可能であれば何ら問題はない。
【００２３】
　次に、上記構成のステント１を食道Ｓの狭窄部Ｓａにセットする場合について説明する
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。
　まず、図３に示すように、内視鏡１０の挿入部１０ａを囲むようにオーバーチューブ１
１を設け、挿入部１０ａとオーバーチューブ１１の間にステント１を挿入セットする。こ
の状態で、オーバーチューブ１１ごと、内視鏡１０の挿入部１０ａを経口投入して食道Ｓ
の内部まで導き、狭窄部Ｓａを内視鏡画像で確認する。狭窄部Ｓａの箇所を確認した後、
図４に示すように、該狭窄部Ｓａに対向する位置にステント１が至るよう、内視鏡画像で
確認しながら、ステント１がセットされた挿入部１０ａ及びオーバーチューブ１１の位置
決めを行う。
【００２４】
　続いて、内視鏡画像で確認しながら、オーバーチューブ１１を引き戻し、図５に示すよ
うに、食道Ｓ内でステント１を露出させる。次いで、ステント１の位置をそのままとし、
内視鏡１０の挿入部１０ａを後退させて、ステント１を狭窄部Ｓａに対向する位置に留置
する。
【００２５】
　次いで、挿入部１０ａのチャンネル１０ａａの先端から紫外線プローブ１２を突出させ
、該プローブ１２から紫外線を照射させる。照射された紫外線は、医療用チューブ３を透
過し、内部の密封空間４に充填れている紫外線硬化樹脂５にまで至り、この紫外線硬化樹
脂５を硬化させる。これによって、ステント１は狭窄部Ｓａからの側圧に耐えられるよう
、十分な剛性を持つこととなる。
【００２６】
　なお、内視鏡の挿入部を後退させたときに、狭窄部からの側圧の影響を受けてステント
１の形状が変わるおそれのある場合には、内視鏡の挿入部１０ａをステント１に対し若干
量ずつ相対移動させながら、内視鏡の挿入部１０ａから引き抜かれて部分的に留置される
ステント部分に対し、その都度、紫外線プローブ１２からの紫外線照射により硬化させる
ようにしてもよい。つまり、ステント１２を部分的に紫外線硬化させながら、該ステント
１から徐々に内視鏡の挿入部１０ａを引き抜くことにより、ステント１を所望形状に保つ
ようにしても良い。
【００２７】
　また、内視鏡にチャンネル１０ａａが複数ある場合には、紫外線プローブ１２が挿入さ
れるチャンネルとは別のチャンネルを用いて、処置具を挿入部１０ａの先端から露出させ
、この処置具によってステント１の形状を所定形状に保ちながら、ステント１を紫外線硬
化させるようにしてもよい。また、１つのチャンネルを共用し、紫外線プローブと処置具
を入れ替えて使用しても良い。
　また、ステント１を紫外線硬化させる方法としては、何ら紫外線プローブに限られるこ
となく、内視鏡観察用の光源を紫外線照射用のバルブに変え、このバルブから照射する紫
外線を利用してもよい。
【００２８】
　ステント１を紫外線硬化させた後は、オーバーチューブ１１とともに、内視鏡１０の挿
入部１０ａを体外へ引き抜けばよい。
【００２９】
　上記構成のステント１によれば、体内挿入時においては紫外線硬化樹脂５が未だ硬化し
ておらず柔軟性を有しているため、ステント１は全体として十分な柔軟性を有している。
このため、内視鏡１０の挿入部１０ａとオーバーチューブ１１の間に容易にセットするこ
とができ、また、オーバーチューブ１１内に挿入セットされた状態で、例えば咽頭喉頭部
を通過させるときは、オーバーチューブ１１と一体的に適宜変形させて同箇所を通過させ
ることができる。体内留置後は、紫外線硬化樹脂５を硬化させることによって、ある程度
の剛性（硬さ）を確保することができ、もって、ステント１に必要な保持力を得ることが
できる。
【００３０】
　また、ステントを構成する線材２には、予め、紫外線硬化樹脂５が密閉空間４に充填さ



(7) JP 2009-276 A 2009.1.8

10

20

30

40

50

れているため、体内にセットされた後、線材２内の空間に紫外線硬化樹脂５を充填するよ
うな操作は不要であり、また、そのような操作の際に不用意に紫外線硬化樹脂が外部へ漏
れ出るといった不具合も生じることがない。
【００３１】
＜第２の実施形態＞
　図６は本発明の第２の実施形態を示す斜視図である。
　なお、前記第１の実施形態で用いた構成要素と同一の構成要素については同一符号を付
してのその説明を省略する。これは、以下の実施形態についても同様である。
　この実施形態のステント２０は、密閉空間に紫外線硬化樹脂が充填された線材２を、螺
旋状に巻回させて構成している。
　この実施形態でも、前記第１の実施形態と同様な効果を奏する。
【００３２】
＜第３の実施形態＞
　図７は本発明の第３の実施形態を示す斜視図である。
　この実施形態のステント３０は、密閉空間に紫外線硬化樹脂が充填された線材２を、複
数互いに交差するように格子状に配置して、全体で筒状の外形を形成するように構成して
いる。線材同士の交差部分３１は、例えば熱溶着あるいは接着剤等の適宜接着手段を介し
て接着している。
　この実施形態でも、前記第１の実施形態と同様な効果を奏する。
【００３３】
＜第４の実施形態＞
　図８は本発明の第４の実施形態を示す斜視図である。
　この実施形態のステント４０は、密閉空間に紫外線硬化樹脂が充填された線材２を、軸
線の長さ方向に沿ってジグザグ状となるようにかつそれが全体で螺旋を描くように構成し
ている。線材２の交差部分４１は、例えば熱溶着あるいは接着剤等の適宜接着手段を介し
て接着している。
　この実施形態でも、前記第１の実施形態と同様な効果を奏する。
【００３４】
＜第５の実施形態＞
　図９は本発明の第５の実施形態を示す斜視図である。
　この実施形態のステント５０は、可撓性シート５１の表面に、密閉空間に紫外線硬化樹
脂が充填された線材２を、軸線の長さ方向に沿ってジグザグ状となるようにかつそれが全
体で螺旋を描くように固着して構成している。可撓性シート５１への線材２の固着は、例
えば熱溶着あるいは接着剤等の適宜接着手段によって行われる。可撓性シート５１は人体
に害のない材料、例えば、フッ素系の樹脂、ナイロン系の樹脂、あるいはウレタン系の樹
脂等が用いられる。なお、図９に示すように、線材を可撓性シート５１の外側に固着する
場合には、内側から照射する紫外線が線材２の内部にまで届くように、可撓性シート５１
は紫外線を透過させ得る材料であることが必要となる。
【００３５】
　この実施形態では、前記第１の実施形態と同様な効果を奏する他、可撓性シート５１に
よっておおよその形状を特定できるので、線材２の使用量を減少させることができ、また
、作製が容易になる効果を奏する。
【００３６】
＜第６の実施形態＞
　図１０は本発明の第６の実施形態を示す斜視図である。
　この実施形態のステント６０は、可撓性シート６１の表面に、密閉空間に紫外線硬化樹
脂が充填された線材２を複数個、軸線方向に間隔をあけてかつそれぞれがリング状をなす
ように固着して構成している。
　この実施形態でも、前記第５の実施形態と同様な効果を奏する。
【００３７】
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＜第７の実施形態＞
　図１１は本発明の第７の実施形態を示す斜視図である。
　この実施形態のステント７０は、可撓性シート７１の表面に、密閉空間に紫外線硬化樹
脂が充填された線材２を螺旋状を描くように固着して構成している。
　この実施形態でも、前記第５、第６の実施形態と同様な効果を奏する。
【００３８】
＜第８の実施形態＞
　図１２は本発明の第８の実施形態を示す斜視図である。
　この実施形態のカテーテル８０は、カテーテル本体８１が両端を開口された筒状に形成
され、このカテーテル本体８１の側壁内部に密封空間８２が形成され、この密封空間８２
に紫外線硬化樹脂５が充填されている。また、ここでは、軸線方向に沿って密封空間８２
が各々複数に分断され、各密封空間８２はリング状に形成されている。
　この実施形態では、前記第１の実施形態と同様な効果を奏する他、中間部材である線材
を一旦形成することなく、直接カテーテル８０を形成するので、製作が容易になる効果を
奏する。
【００３９】
＜第９の実施形態＞
　図１３は本発明の第９の実施形態を示す斜視図である。
　この実施形態のステント９０は、カテーテル本体９１が両端を開口された筒状に形成さ
れ、このカテーテル本体９１の側壁内部に密封空間９２が形成され、この密封空間９２に
紫外線硬化樹脂５が充填されている。また、ここでは、密封空間９２は側壁に沿って筒状
に形成されている。
　この実施形態でも、前記第８の実施形態と同様な効果を奏する。
【００４０】
　なお、本発明は、前記各実施形態に限定されることなく、発明の趣旨を逸脱しない範囲
において適宜設計変更可能である。
　例えば、前記各実施形態では、医療用チューブの密閉空間に紫外線硬化樹脂を充填して
いるが、これに限られることなく、他のエネルギーにより硬度が変化する樹脂、例えば、
熱を加えることにより硬化する熱硬化性樹脂、あるいは紫外線以外の光を照射して硬化す
る樹脂を用いてもよい。
【００４１】
　ここで、例えば紫外線硬化樹脂の場合、所定強さの紫外線を長時間照射すれば樹脂の硬
度は非常に強いものとなり、また、紫外線の強度が弱かったりその照射時間が短かったり
する場合には、樹脂は硬度が若干高くなってゲル状となるのに止まる。これを利用し、付
与するエネルギーの量（付与時間を含む）によって、樹脂を完全に硬化させない前のいず
れかの硬度となるように制御しても良い。
　また、樹脂の種類は１つに限られることなく複数用いても良い。
【００４２】
　また、前記実施形態で示したステントやカテーテルを、例えば、製造後、紫外線を透過
しないパッケージで覆って出荷するようにしてもよい。こうすることによって、製造後患
者の体内に挿入セットされるまでの間に、ステント等をパッケージにより覆って紫外線が
照射されない状態に保持できるので、患者の体内に挿入される前に、不用意に紫外線が照
射されてステント等が硬化されてしまうといった不具合の発生を回避できる。
　また、前記各実施形態では、医療用機器の例として、食道の狭窄部に留置するステント
やカテーテルを例に挙げて説明したが、これに限られることなく、他の医療用機器、例え
ば、医療用の針や医療用の処置具にも本発明は適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の第１の実施形態を示すステントの斜視図である。
【図２】ステントを構成する線材の拡大斜視図である。
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【図３】ステントを内視鏡装置にセットした状態を示す一部の斜視図である。
【図４】内視鏡装置を用いてステントを体内にセットする状態を示す断面図である。
【図５】ステントに紫外線を照射する状態を示す断面図である。
【図６】本発明の第２の実施形態を示すステントの斜視図である。
【図７】本発明の第３の実施形態を示すステントの斜視図である。
【図８】本発明の第４の実施形態を示すステントの斜視図である。
【図９】本発明の第５の実施形態を示すステントの斜視図である。
【図１０】本発明の第６の実施形態を示すステントの斜視図である。
【図１１】本発明の第７の実施形態を示すステントの斜視図である。
【図１２】本発明の第８の実施形態を示すカテーテルの斜視図である。
【図１３】本発明の第９の実施形態を示すカテーテルの斜視図である。
【符号の説明】
【００４４】
１，２０，３０，４０，５０，６０，７０…ステント、８０，９０…カテーテル、２…線
材、３…医療用チューブ、４…密封空間、５…紫外線硬化樹脂（エネルギー硬化樹脂）、
６…栓部材、１０…内視鏡、１０ａ…挿入部、１０ａａ…チャンネル、１１…オーバーチ
ューブ、１２…紫外線プローブ、８１，９１…カテーテル本体。

　

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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